
令和４年５月１日号15 1414

ECガイド
本庄市の桜を守ろう
クビアカツヤカミキリにご注意ください

緑のカーテンを始めませんか
ゴーヤと琉球あさがおの苗を配付します

クビアカツヤカミキリとは？クビアカツヤカミキリとは？

クビアカツヤカミキリの特徴クビアカツヤカミキリの特徴

防除用品を配付します防除用品を配付します

　クビアカツヤカミキリは、サクラ・ウメ・モ
モなどのバラ科の樹木に被害を与える特定外来
生物です。クビアカツヤカミキリの被害が進ん
だ樹木は、枯死・倒木の危険性があります。

成虫を確認したときは、速やか
にその場で退治してください。
サクラなどの樹木被害の拡大防
止にご協力をお願いします。

体長　2.5 〜４cm 程度 
色　光沢のある黒色で胸部（クビ）が赤色
　６月〜８月上旬に現れ、主にサクラの樹皮の
割れ目に産卵します。幼虫の期間は２〜３年で、
春から秋に樹木を摂食しながら侵入し、内部を
食い荒らします。被害を受けた木の根元に、か

りんとう状のフラス（木くずとフンの混じった
もの）が溜まる特徴がありま
す。

　樹幹に侵入した幼虫を駆除する薬剤や防虫ネ
ットを配付します。
対 象　市内に被害木の存在する土地の所有者・

管理者
申請　５月 16 日㈪から 11 月 30 日㈬までに

申請書類（環境推進課【市役所４階】、支所環
境産業課【アスピアこだま２階】及び市 で
配付）に必須事項の記入、被害木の写真を添付
して環境推進課または支所環境産業課へ

写真提供　埼玉県環境科学国際センタ―

　市では、地球温暖化防止活動推進のため、緑
のカーテンコンテストを平成 25 年より開催し
ています。開催 10 年目を迎えた今年はゴーヤ
と琉球あさがおの苗の配付を行います。
　緑に触れることは、心身のリフレッシュにも
なります。住宅、学校、事業所等でつる性植物
を育てて、緑のカーテンコンテストに応募して
みませんか。
対 象　市内在住で、緑のカーテン作りや節電に

関心のある方や団体、事業者
費用　無料

配付場所
　〇北泉公民館　☎ 22- ２４８４
　日時　5 月 19 日㈭　午後１時〜３時
　配付数　250 株（先着順）
　〇共和公民館　☎ 72- ０３３７
　日時　５月 20 日㈮　午後１時〜３時
　配付数　200 株（先着順）
　 ※１世帯２株まで、団体、事

業者は５株まで（種類は選べ
ません）。持ち帰り用の箱、
袋をお持ちください。

★環境推進課☎ 25- １１７３
　支所環境産業課☎ 72- １３３４

▲クビアカツヤカミ
キリの成虫（メス）

市

　市では、一定要件を満たす木造住宅の耐震診断、耐震改修、簡易耐震改修、建替え工事、除却工事の補助金
交付制度を設けています。要件全てを満たす居住者に予算の範囲内で交付します。なお、補助金を受けるためには、
業者との契約及び工事等を行う前に建築開発課（市役所２階）へご相談ください。

★建築開発課☎ 25- １１４０

対象建築物対象建築物
・ 市内にある木造住宅で、昭和 56 年５月 31 日以・ 市内にある木造住宅で、昭和 56 年５月 31 日以

前に工事に着手された一戸建ての住宅または店舗前に工事に着手された一戸建ての住宅または店舗
部分が２分の１未満の併用住宅部分が２分の１未満の併用住宅

・昭和 56 年６月１日以降に増改築していない建築物・昭和 56 年６月１日以降に増改築していない建築物
・地階を除く階数が２以下・地階を除く階数が２以下
・ 耐震診断の補助対象者本人または２親等以内の親・ 耐震診断の補助対象者本人または２親等以内の親

族が所有している族が所有している

対象者対象者
・ 対象建築物に居住し、市税を完納している方 ( 居・ 対象建築物に居住し、市税を完納している方 ( 居

住者と所有者が異なる場合は、所有者も市税を完住者と所有者が異なる場合は、所有者も市税を完
納していること )納していること )

・ 令和５年２月 28 日㈫までに耐震診断の補助金の・ 令和５年２月 28 日㈫までに耐震診断の補助金の
交付を請求できる方交付を請求できる方

補助金額補助金額
・耐震診断に要した費用の２分の１（上限５万円）・耐震診断に要した費用の２分の１（上限５万円） 

耐震診断補助金

耐震改修等補助金

地震のとき、あなたの住まいは安全ですか？
倒壊のおそれのある木造住宅の建替え、除却などを補助

【木造住宅の建替え】

対象建築物
・耐震診断補助金交付制度の対象建

築物に該当した建築物
・耐震診断による上部構造評点が

1.0未満と診断された建築物（市
が行う無料耐震診断も利用可）

補助対象者
　耐震診断補助と同じ
補助の対象となる建替え

補助対象となる既存住宅を除却し、
補助対象者が新たに住宅を建築す
る工事

※新築住宅の構造は木造以外も可。
補助金額
　建替えに要した費用の 23.0％
　（上限 50 万円）

対象建築物
　建替え補助と同じ
補助対象者
　耐震診断補助と同じ

【木造住宅の除却】

【木造住宅の耐震改修】

対象建築物　
　建替え補助と同じ
補助対象者
　耐震診断補助と同じ
補助の対象となる耐震改修
・建築士事務所に所属する建築士が

耐震改修設計を行うこと
・耐震改修の設計図は、耐震改修実

施後の耐震診断で所定の構造強度
が得られることが確認できるもの

・耐震改修工事の工事監理及び現場
検査を建築士事務所に所属する建
築士が行うこと

補助金額
　耐震改修に要した費用の 23.0％
　（上限20万円）

【簡易耐震改修】
（耐震シェルター・防災ベッドの設置）

対象建築物
　建替え補助と同じ
補助対象者
　耐震診断補助と同じ
補助の対象となる簡易耐震改修
・所定の構造強度が得られることを

公的機関等が確認したもの
・工事管理、現場検査は工事施工者

が行うこと
補助金額　
〇耐震シェルター
　設置に要した費用の２分の１
　（上限20万円）
〇防災ベッド
　設置に要した費用の２分の１
　（上限10万円）

補助の対象となる除却
　補助対象となる既存住宅を除却する工事
補助金額
　除却に要した費用（１万円 /㎡を限度）の 23.0％
　（上限 30 万円）

★環境推進課☎ 25- １２４９


